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Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
「
今
後
の
企
業
経
営
と
賃

金
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
」
は
、
企
業
を

取
り
巻
く
経
営
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
中

で
、
賃
金
体
系
や
賃
金
制
度
の
運
用
が
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
に
焦
点
を
あ
て
、
そ

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
実
施
し
た
。

ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
職
場
に
ど
の
よ
う

な
影
響
が
及
ん
で
い
る
か
と
い
っ
た
課
題
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
る
。

調
査
は
、
企
業
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
の
方
法
を
用
い
た
。
帝
国
デ
ー
タ
バ

ン
ク
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
産
業
・
規
模
別

に
層
化
無
作
為
抽
出
し
た
、
全
国
の
従
業
員

数
五
〇
人
以
上
の
企
業
一
万
五
〇
〇
〇
社
を

対
象
に
（
た
だ
し
、
日
本
標
準
産
業
分
類
の

全
産
業
か
ら
、
農
林
漁
業
、
鉱
業
は
除
い
た
）、

二
〇
〇
八
年
一
二
月
八
日
〜
一
二
月
二
二
日

に
実
施
し
、
二
七
三
四
社
（
有
効
回
収
率
一

八
・
二
％
）
の
回
答
を
集
計
し
た
。

（
な
お
、
本
調
査
の
概
要
は
二
〇
〇
九
年

六
月
一
六
日
に
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
し
て
い
る
。

調
査
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
近
刊
の
調
査
シ

リ
ー
ズ
Ｎ
Ｏ
．65
「
今
後
の
企
業
経
営
と
賃

金
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
」
を
参
照
さ
れ

た
い
。）

１
．
職
場
や
勤
労
者
意
識
の
変
化

（
１
）
企
業
自
ら
満
足
度
が
低
い
と
指
摘
す

る
「
賃
金
」
と
「
評
価
・
処
遇
」

調
査
で
は
、
企
業
に
対
し
て
仕
事
や
職
場

の
人
事
・
処
遇
関
係
が
労
働
者
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
聞

い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
自
社
の
正
社

員
が
現
在
の
職
業
生
活
に
つ
い
て
満
足
し
て

い
る
と
考
え
る
か
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、

「
満
足
し
て
い
る（「
満
足
し
て
い
る
」+

「
や

や
満
足
し
て
い
る
」）」
と
考
え
る
項
目
で
は
、

【特別企画】

賃金、評価制度の現状と課題
―どこに向おうとしているのか―

　2010 年の春季労使交渉が始まっている。賃金水準をこれ以上低下させないために、定期昇給や賃金構造の
確保を求める労働側と、賃金制度自体の見直しも必要とする経営側の主張は交わっていない。平成 21 年版労
働経済白書では、「今まで進められてきた賃金制度の見直しについても少なからぬ問題が生じ、業績・成果主義
の導入にもブレーキがかかり始めた」とするなど、賃金制度は一つの転換点に立たされているともいえる。景
気の低迷が続くなか、企業はどのような賃金制度や評価制度の見直しを志向しているのか。JILPTが 08 年 12
月に実施した「今後の企業経営と賃金のあり方に関する調査」と、制度の見直しや運用面で工夫を凝らす企業
などの事例から、その方向性を探る。

今後の企業経営と賃金のあり方に
関する調査から JILPT調査・解析部
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「
雇
用
の
安
定
性
」が
六
割
強（
六
三
・
五
％
）

と
最
も
高
く
、
次
い
で
、「
仕
事
全
体
」「
仕
事

の
内
容
」「
休
日
・
休
暇
、
仕
事
と
生
活
の
バ

ラ
ン
ス
」（
そ
れ
ぞ
れ
四
四
・
七
％
、
四
〇
・

三
％
、
三
八
・
六
％
）
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、「
賃
金
」
に
つ
い
て
は
、四
割
弱
（
三

七
・
四
％
）
が
「
不
満
で
あ
る
（「
不
満
で

あ
る
」
＋
「
や
や
不
満
で
あ
る
」）」
と
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、自
分
自
身
に
対
す
る
評
価
・

処
遇
に
関
す
る
満
足
度
は
す
べ
て
の
項
目
の

中
で
最
も
低
い
一
七
・
八
％
と
な
っ
て
い
る

（
図
表
１
）。

企
業
自
身
が
、
正
社
員
の
満
足
度
が
低
い

と
指
摘
し
て
い
る
項
目
と
し
て
、「
賃
金
」
と

「
評
価
・
処
遇
」
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
、

企
業
が
現
行
の
賃
金
・
評
価
制
度
に
何
ら
か

の
課
題
を
抱
え
、
制
度
の
見
直
し
に
問
題
意

識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
２
）
仕
事
や
職
場
の
変
化―

―

「
仕
事
の

で
き
る
人
に
仕
事
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ

た
」過

去
五
年
間
に
生
じ
た
仕
事
や
職
場
で
の

変
化
に
つ
い
て
自
社
に
あ
て
は
ま
る
か
ど
う

か
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
あ
て
は
ま
る
」
と
す

る
項
目
は
、「
仕
事
の
で
き
る
人
に
仕
事
が
集

中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
を
あ
げ
る
割
合
が

最
も
高
く
（
四
三
・
九
％
）、
次
い
で
、「
進

捗
管
理
が
厳
し
く
な
っ
た
」（
三
四
・
二
％
）、

「
社
内
に
お
け
る
意
思
決
定
の
ス
ピ
ー
ド
が

上
が
っ
た
」（
三
二
・
一
％
）な
ど
の
順
と
な
っ

て
い
る
。（
図
表
２
）

２
．
賃
金
制
度
の
動
向―

―

過
去

（
五
年
前
）
と
現
状
、
今
後
の
方

向
性
は
？

（
１
）「
職
責
・
役
割
」「
職
能
」
重
視
が
伸
び
、

「
個
人
属
性
」「
職
務
」
重
視
は
ダ
ウ
ン

自
社
の
賃
金
体
系
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ

ろ
、「
過
去
」（
お
お
む
ね
五
年
前
）
に
つ
い
て

は
、
年
齢
・
勤
続
・
学
歴
な
ど
の
「
個
人
属

性
重
視
型
」（
四
〇
・
五
％
）
が
最

も
多
か
っ
た
が
、「
現
状
」
に
お
い

て
は
、「
職
能
重
視
型
」（
本
人
の
職

務
遂
行
能
力
を
重
視
）
が
最
も
多

く
（
二
七
・
七
％
）、
次
い
で
、「
職
務
重
視

型
（
従
事
す
る
職
務
・
仕
事
の
内
容
を
重

視
）」（
一
九
・
一
％
）、「
個
人
属
性
重
視
型
」

（
一
八
・
四
％
）
な
ど
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
今
後
」（
お
お
む
ね
五
年

後
）
の
賃
金
体
系
に
つ
い
て
は
、「
職
能
重
視

型
」（
三
三
・
二
％
）
が
最
も
多
く
、
次
い
で

「
職
責
・
役
割
重
視
型
（
管
理
職
な
ど
に
期

待
さ
れ
る
複
数
の
職
務
群
の
遂
行
状
況
を
重

回答企業の基本属性
回答企業の属性 （%）
総数 100.0（2,734 社）

業種

建設業 9.0 
製造業 24.8 
電気・ガス・熱供給・水道業 0.2 
情報通信業 4.5 
運輸業 10.6 
卸売・小売業 22.2 
金融・保険業 1.2 
不動産業 1.6 
飲食店・宿泊業 4.3 
サービス業 18.3 
その他 3.3 

従業員規模
100 人未満 45.8 
100 ～ 300 人未満 38.8 
300 人以上 14.9 

労組の有無
ある 21.1
ない 78.3

労使協議機
関の有無

ある 47.2
ない 51.3

※総数には、「従業員規模」、「労組の有無」、「労使協議機関の有
無」が不明の者を含む。

図表１　現在の職業生活における満足度（N=2,734、単位=%）

63.563.5
44.744.7

28.228.2
42.142.1

6.46.4
11.311.3

1.9

0 20 40 60 80 100

雇用の安定性
仕事全体

40.340.3
38.638.6
37.337.3
34.634.6
33.633.6

2.0

2.2

仕事の内容
休日・休暇、仕事と生活のバランス

福利厚生
職場の人間関係

29.929.9
24.524.5
24.224.2
17.817.8 62.862.8 17.417.4

2.2
2.0
2.1
1.8
1.9

個人の仕事の裁量
賃金

自分自身に対する評価・処遇

満足している（「満足している」+「やや満足している」）

50.150.1
32.132.1
44.744.7
43.443.4
52.152.1

44.044.0
59.659.6

36.636.6

6.96.9
27.527.5
16.116.1
20.220.2
12.112.1

24.124.1
13.813.8

37.437.4

2.6
1.8

1.9
1.8

研修・教育訓練の機会

どちらともいえない
不満である（「不満である」+「やや不満である」）
無回答

図表２　仕事や職場における変化（N=2,734）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(%)

43.943.9
34.234.2
32.132.1
28.528.5
24.724.7
24.624.6
22.522.5
21.321.3
20.420.4
16.516.5
12.212.2
9.79.7

42.642.6
50.750.7
53.053.0
54.854.8
57.857.8

44.444.4
64.664.6

49.549.5
46.346.3
47.647.6
67.067.0

49.049.0

10.810.8
11.411.4
12.012.0
14.214.2
14.514.5

28.228.2
9.69.6

26.226.2
30.230.2
33.133.1
17.917.9

37.837.8

2.7
3.7
2.9
2.5
3.0
2.9
3.4
3.0
3.0
2.9
2.8
3.4

仕事のできる人に仕事が集中するようになった
進捗管理が厳しくなった

社内における意思決定のスピードが上がった
部門を越えた社員間のコミュニケーションが活発になった

仕事の進め方において社員の裁量が増大した
精神的ストレスを訴える社員が増加した
従業員の仕事に対する意欲が高まった

残業が増えるなど、労働時間が増加した
若年層の育成に手が回らなくなった
自己都合で離職する社員が増加した

社員間での競争意識が高まった
職場で協力し合う雰囲気がなくなった

あてはまる どちらともいえない あてはまらない 無回答
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視
）」（
一
六
・
三
％
）、「
職
務
重
視
型
」（
一
四
・

七
％
）な
ど
の
順
で
あ
っ
た
。「
現
状
」と「
今

後
」
と
の
差
を
み
る
と
、「
職
能
重
視
型
」
が

五
・
五
ポ
イ
ン
ト
増
、「
職
務
重
視
型
」
が
一

九
・
一
％
か
ら
一
四
・
七
％
へ
四
・
四
ポ
イ

ン
ト
減
、「
職
責
・
役
割
重
視
型
」
が
八
・
〇
％

か
ら
一
六
・
三
％
へ
、
八
・
三
ポ
イ
ン
ト
増

加
し
て
い
る
（
図
表
３
）。

年
功
的
要
素
を
重
視
す
る
「
個
人
属
性
重

視
型
」
が
大
き
く
後
退
す
る
一
方
、「
職
責
・

役
割
」「
職
能
」
の
順
で
増
加
幅
が
大
き
く

な
っ
て
い
る 

。
ま
た
、短
期
成
果
重
視
型（
一

年
以
内
程
度
の
個
人
の
短
期
間
の
仕
事
の
成

果
・
業
績
を
重
視
）の
伸
び
が
停
滞
し
、「
人
」

か
ら
「
仕
事
」
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
で
成
果
主
義
導
入
の
根
拠

と
な
っ
て
き
た
「
職
務
」
重
視
の

傾
向
も
減
少
し
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
る
。

（
２
）
賃
金
カ
ー
ブ
は
「
早
期
立
ち
上
げ
高

年
層
下
降
型
」
を
志
向
す
る
企
業
増
え
る

昇
給
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
各
社
の

賃
金
カ
ー
ブ
に
つ
い
て
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、

「
過
去
」（
お
お
む
ね
五
年
前
）、「
現
状
」
で

は
「
緩
や
か
上
昇
後
頭
打
ち
型
」（
そ
れ
ぞ
れ

三
六
・
〇
％
、
四
四
・
六
％
）
の
割
合
が
高

い
が
、「
今
後
」（
お
お
む
ね
五
年
後
）
に
つ
い

て
は
、「
早
期
立
ち
上
げ
高
年
層
下
降
型
」（
三

七
・
七
％
）
の
割
合
が
最
も
高
く
な
っ
て
い

る
（
図
表
４
）。

（
３
）
賃
金
制
度
の
見
直
し
で
は
「
組
織
・

チ
ー
ム
の
成
果
」
を
重
視

賃
金
制
度
に
つ
い
て
、「
今
ま
で
重
視
し
て

き
た
こ
と
」、
ま
た
「
今
後
重
視
す
べ
き
と

考
え
て
い
る
こ
と
」
を
聞
い
た
。
全
体
を
み

る
と
「
今
ま
で
」「
今
後
」
と
も
「
従
業
員
個
々

の
職
務
遂
行
能
力
を
評
価
し
、
賃
金
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
」（
六
三
・
八
％
、
六
二
・
六
％
）

と
「
従
業
員
個
々
の
成
果
を
把
握
し
、
賃
金

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
」（
六
三
・
一
％
、
五
九
・

〇
％
）
が
高
い
割
合
と
な
っ
て
い
る
。
各
項

目
に
つ
い
て
「
今
ま
で
」
と
「
今
後
」
の
差

を
比
べ
る
と
、「
組
織
・
チ
ー
ム
の
成
果
を
賃

金
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
」だ
け
が「
今
ま
で
」

と
比
べ
「
今
後
」
の
方
が
高
い
結
果
と
な
っ

て
い
る
（
一
九
・
四
％
、
三
二
・
四
％
）。

冒
頭
に
触
れ
た
、
評
価
・
処
遇
へ
の
満
足
度

が
最
も
低
い
こ
と
、
さ
ら
に
個
々
の
実
績
を

重
視
す
る
成
果
主
義
型
賃
金
制
度
に
対
す
る

反
省
が
反
映
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き

る
（
図
表
５
）。

（
４
）
産
業
別
で
バ
ラ
つ
き
が
目
立
つ
見
直

し
で
重
視
す
る
項
目

こ
れ
を
産
業
別
に
み
る
と
、
引
き
続
き
比

較
的
高
い
割
合
を
示
し
て
い
る
不
動
産
業
を

除
き
、各
産
業
と
も
「
今
ま
で
」
に
比
べ
「
今

後
」
は
「
組
織
・
チ
ー
ム
の
成
果
を
賃
金
に

反
映
さ
せ
る
こ
と
」
を
重
視
し
て
い
る
。
ま

た
、図
表
５
で
み
た
「
今
ま
で
」
と
「
今
後
」

と
も
に
「
従
業
員
個
々
の
職
務
遂
行
能
力
を

評
価
し
賃
金
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
」
が
高
い

割
合
で
の
回
答
と
な
っ
て
い
る
が
、「
金
融
・

保
険
業
」
と
「
不
動
産
業
」
に
つ
い
て
は
、「
今

ま
で
」
は
「
従
業
員
個
々
の
職
務
遂
行
能
力

を
評
価
し
賃
金
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
」
を
重

視
し
て
き
た
も
の
の
、「
今
後
」
は
「
従
業
員

個
々
の
成
果
を
把
握
し
、
賃
金
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
」
を
重
視
す
べ
き
と
の
回
答
が
多
く

な
っ
て
い
る
。

逆
に
、「
卸
売
・
小
売
業
」で
は
、「
今
ま
で
」

図表３　賃金体系（N=2,734、単位=%）

16.216.2

13.513.5

40.540.5

5.65.6

4.64.6

5.95.9

0.70.7

13.013.0

27.727.7

19.119.1

18.418.4

8.58.5

8.08.0

3.43.4

0.70.7

14.314.3

33.233.2

14.714.7

4.44.4

8.68.6

16.316.3

7.77.7

0.60.6

14.414.4
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職能重視型（本人の持つ職務遂行能力を重視）

職務重視型（主に従事する職務・仕事の内容を重視）

個人属性重視型（年齢・勤続・学歴等個人の属性を重視）

短期成果重視型（1年以内程度の個人の短期間の仕事の
成果・業績を重視）　　　　　　　　　　

職責・役割重視型（ある職位に期待される複数の職務群
の遂行状況を重視）　　　　　　　　　

長期貢献重視型（1年を超える長期間の会社に対する
貢献の蓄積を重視）　　　　　　　　　　

その他

無回答

過去の賃金体系

現状の賃金体系

今後の賃金体系

図表４　賃金カーブ（N=2,734、単位=%）

36.036.0

20.020.0

9.69.6

26.526.5

6.66.6

1.21.2

44.644.6

17.717.7

15.315.3

14.014.0

7.27.2

1.11.1

31.131.1

14.314.3

37.737.7

6.46.4

9.19.1

1.41.4

0 10 20 30 40 50

緩やか上昇後頭打ち型

早期立ち上げ緩やか上昇型

早期立ち上げ高年層下降型

継続上昇型

その他

無回答

過去

現状

今後

緩やか上昇後頭打ち型 早期立ち上げ
緩やか上昇型

早期立ち上げ
高年層下降型

継続上昇型

（参考）各賃金カーブの説明
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が
「
従
業
員
個
々
の
成
果
を
把
握
し
、
賃
金

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
」
を
重
視
し
て
き
た
と

回
答
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
今
後
」は「
従

業
員
個
々
の
職
務
遂
行
能
力
を
評
価
し
賃
金

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
」
を
重
視
す
べ
き
と
回

答
し
て
い
る
（
図
表
６
）。

こ
う
し
た
違
い
が
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
か

の
分
析
は
難
し
い
が
、
業
態
の
違
い
が
大
き

く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
業

種
が
個
人
間
の
競
争
に
親
和
的
か
、
チ
ー
ム

ワ
ー
ク
に
よ
る
成
果
に
親
和
的
か
で
、
制
度

設
計
が
大
き
く
異
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま

た
、
各
業
界
で
大
勢
と
し
て
賃
金
制
度
見
直

し
に
着
手
し
た
時
期
の
違
い
（
成
果
主
義
的

賃
金
制
度
の
波
及
時
期
の
違
い
）
な
ど
が
影

響
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
、

回
答
企
業
に
占
め
る
中
小
企
業
の
割
合
が
高

い
こ
と
に
、
留
意
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

（
５
）各
年
代
と
も
賃
金
決
定
要
素
で
は「
職

務
遂
行
能
力
」
の
割
合
が
最
も
高
ま
る

賃
金
を
決
定
す
る
要
素
が
こ
の
五
年
間
で

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
年
代
別
に
聞
い

た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
年
代
で
も
「
職
務
遂

行
能
力
で
決
ま
る
部
分
」
が
「
増
え
た
（「
か

な
り
増
え
た
」+

「
や
や
増
え
た
」）」
と
す

る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
次
い
で
、「
職

務
・
仕
事
内
容
で
決
ま
る
部
分
」「
役
割
で
決

ま
る
部
分
」
な
ど
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い

る
。
一
方
、「
年
齢
、
勤
続
、
学
歴
な
ど
で
決

ま
る
部
分
」
は
、「
減
っ
た
（「
や
や
減
っ
た
」

+

「
か
な
り
減
っ
た
」）」
と
す
る
割
合
が
高

く
な
っ
て
い
る
（
図
表
７
）。

（
６
）
決
定
要
素
を
変
化
さ
せ
た
理
由
の
第

一
に
「
満
足
度
」
つ
い
で
「
人
件
費
抑
制
」

ま
た
賃
金
の
決
定
要
素
を
変
化
さ
せ
た
理

由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
従
業
員
の
満
足
度
を

高
め
る
た
め
に
は
社
員
一
人
一
人
に
応
じ
た

賃
金
決
定
が
必
要
な
た
め
」
を
あ
げ
る
割
合

が
五
割
強
（
五
四
・
〇
％
）
と
最
も
高
く
、

次
い
で
「
経
営
状
態
に
照
ら
し
、
総
額
人
件

費
を
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
」（
三
八
・

八
％
）、「
中
途
採
用
者
の
活
用
の
た
め
賃
金

制
度
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
た
め
」（
一
九
・

四
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
８
）。

３
．
賃
金
制
度
と
運
用
の
実
際
に

つ
い
て

（
１
）
賃
金
制
度
の
見
直
し―

―

過
去
は
査

定
昇
給
の
導
入
、今
後
は
評
価
に
よ
る
昇
進
・

昇
格
の
厳
格
化

賃
金
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
、「
二
〇
〇

〇
年
度
以
降
に
実
施
し
た
こ
と
」
と
「
今
後

実
施
予
定
の
こ
と
」
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
二

〇
〇
〇
年
度
以
降
に
実
施
し
た
こ
と
で
は
、

図表６　賃金制度のあり方をめぐって重視すること（産業別集計）

〔業種〕 Ｎ 合
計

従
業
員
個
々
の
成
果
を
把

握
し
、
賃
金
に
反
映
さ
せ

る
こ
と

従
業
員
個
々
の
職
務
遂
行

能
力
を
評
価
し
、
賃
金
に

反
映
さ
せ
る
こ
と

従
業
員
個
々
の
仕
事
に
取

り
組
む
姿
勢
を
賃
金
に
反

映
さ
せ
る
こ
と

従
業
員
の
生
計
費
動
向
を

勘
案
し
、
賃
金
に
反
映
さ

せ
る
こ
と

組
織
・
チ
ー
ム
の
成
果
を

賃
金
に
反
映
さ
せ
る
こ
と

無
回
答

建設業 （N=246)
100 61.0 67.1 48.8 18.3 20.3 6.5 
100 58.1 57.3 38.2 13.4 30.1 11.8 

製造業 （N=678)
100 61.8 67.1 57.1 21.2 14.2 4.6 
100 60.6 66.1 43.1 15.9 30.4 8.6 

電気・ガス・熱供給・水道業 （Ｎ＝5）
100 20.0 80.0 60.0 40.0 20.0 -
100 60.0 60.0 60.0 20.0 40.0 -

情報通信業 （Ｎ＝123）
100 68.3 77.2 49.6 13.0 26.8 3.3 
100 64.2 69.9 43.1 13.0 39.8 5.7 

運輸業 （Ｎ＝290）
100 62.1 47.6 39.7 17.9 10.3 7.2 
100 55.5 59.3 45.2 14.1 23.1 7.2 

卸売・小売業 （Ｎ＝608）
100 73.4 66.1 49.8 13.5 26.3 2.1 
100 57.4 60.4 41.0 12.5 37.2 8.9 

金融・保険業 （Ｎ＝34）
100 52.9 61.8 29.4 20.6 14.7 11.8 
100 70.6 67.6 35.3 11.8 26.5 5.9 

不動産業 （Ｎ＝43）
100 55.8 65.1 27.9 14.0 34.9 14.0 
100 72.1 58.1 32.6 14.0 34.9 9.3 

飲食店・宿泊業 （Ｎ＝118）
100 59.3 54.2 45.8 21.2 20.3 11.0 
100 66.9 66.1 41.5 14.4 30.5 8.5 

サービス業 （Ｎ＝500）
100 60.6 66.4 52.0 17.2 19.8 6.6 
100 56.4 62.2 44.6 16.0 35.2 8.8 

その他の業種 （Ｎ＝89）
100 32.6 44.9 31.5 22.5 19.1 23.6 
100 58.4 65.2 56.2 15.7 29.2 5.6 

合計 （Ｎ＝2,734）
100 63.1 63.8 49.5 17.7 19.4 5.9 
100 59.0 62.6 42.8 14.5 32.4 8.6 

（注）上段数字は、「今まで重視してきたこと」、下段数字は、「今後重視すべきと考えていること」

図表５　賃金制度のあり方をめぐって重視すること（N=2,734、3つ以内の複数回答、単位=%）

63.863.8

63.163.1

49.549.5

19.419.4

17.717.7

62.662.6

59.059.0

42.842.8

32.432.4

14.514.5

0 20 40 60 80

従業員個々の職務遂行能力を評価し、
賃金に反映させること

従業員個々の成果を把握し、
賃金に反映させること

従業員個々の仕事に取り組む姿勢を
賃金に反映させること

組織・チームの成果を賃金に反映させること

従業員の生計費動向を勘案し、
賃金に反映させること

今まで重視してきたこと

今後重視すべきと考えて
いること
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「
評
価
に
よ
る
昇
給
（
査
定
昇
給
）

の
導
入
」「
評
価
（
人
事
考
課
）
に
よ

る
昇
進
・
昇
格
の
厳
格
化
」
を
あ
げ

る
割
合
が
と
も
に
高
く
約
四
割
（
そ

れ
ぞ
れ
三
九
・
二
％
、
三
八
・
七
％
）

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
高
年
層
の

賃
金
カ
ー
ブ
の
抑
制
」（
三
三
・
六
％
）、

「
二
五
〜
三
〇
歳
前
後
の
賃
金
水
準

の
引
き
上
げ
」（
三
〇
・
七
％
）
に
つ

い
て
も
、
二
〇
〇
〇
年
度
以
降
見
直

し
を
行
っ
た
と
回
答
し
て
い
る
企
業

が
三
割
を
超
え
て
い
る
。
今
後
実
施

予
定
の
こ
と
で
は
、「
評
価
（
人
事
考

課
）
に
よ
る
昇
進
・
昇
格
の
厳
格
化
」（
四
一
・

三
％
）
を
あ
げ
る
割
合
が
最
も
高
く
、
次
い

で
「
評
価
に
よ
る
昇
給
（
査
定
昇
給
）
の
導

入
」（
三
一
・
八
％
）、「
評
価
（
人
事
考
課
）

に
よ
る
降
格
・
降
級
の
実
施
」（
三
〇
・
二
％
）

な
ど
の
順
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
９
）。

（
２
）
規
模
別
で
制
度
見
直
し
・
変
更
の
内

容
に
差
異

さ
ら
に
、
制
度
の
見
直
し
や
変
更
す
べ
き

と
い
う
回
答
で
二
〇
％
超
の
回
答
を
得
た
項

目
に
つ
い
て
、
一
〇
〇
人
未
満
、
一
〇
〇
人

か
ら
三
〇
〇
人
未
満
、
三
〇
〇
人
以
上
の
規

模
別
に
、
今
後
の
賃
金
制
度
の
見
直
し
と
変

更
を
す
べ
き
こ
と
は
何
か
を
聞
い
た
。
そ
の

結
果
、
一
〇
〇
人
未
満
規
模
の
企
業
で
は
、

「
評
価
に
よ
る
昇
給（
査
定
昇
給
）の
導
入
」

「
高
年
層
の
賃
金
カ
ー
ブ
の
抑
制
」
な
ど
の

回
答
が
一
〇
〇
人
以
上
規
模
の
企
業
よ
り
多

く
、
一
〇
〇
人
以
上
規
模
で
み
る
と
、「
評
価

（
人
事
考
課
）
に
よ
る
昇
進
・
昇
格
の
厳
格

図表８　賃金の決定要素を変化させた理由（N=2,734、複数回答、単位=%）

図表７　賃金決定要素の変化（N=2,734）

16.6 16.6 

13.5 13.5 

8.3 8.3 

6.2 6.2 

59.7 59.7 

60.1 60.1 

60.9 60.9 

59.9 59.9 

12.1 12.1 

14.4 14.4 

18.3 18.3 

20.6 20.6 

8.3 8.3 

8.6 8.6 

9.1 9.1 

9.7 9.7 

3.4 3.4 

3.4 3.4 

3.4 3.4 

3.6 3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20代

30代

40代

50代

【年齢、勤続、学歴などで決まる部分】

40.2 40.2 

50.2 50.2 

46.1 46.1 

37.4 37.4 

48.8 48.8 

39.3 39.3 

42.5 42.5 

48.6 48.6 

2.2 2.2 

2.5 2.5 

3.2 3.2 

4.7 4.7 

4.8 4.8 

4.1 4.1 

4.1 4.1 

5.0 5.0 

4.1 4.1 

3.9 3.9 

4.1 4.1 

4.4 4.4 

20代

30代

40代

50代

【職務遂行能力で決まる部分】

27.3 27.3 

33.7 33.7 

31.8 31.8 

26.8 26.8 

59.6 59.6 

53.7 53.7 

54.7 54.7 

57.9 57.9 

2.2 2.2 

2.3 2.3 

2.9 2.9 

3.8 3.8 

6.9 6.9 

6.8 6.8 

6.7 6.7 

7.4 7.4 

4.0 4.0 

3.6 3.6 

4.0 4.0 

4.2 4.2 

20代

30代

40代

50代

【職務・仕事内容で決まる部分】

21.5 21.5 

31.2 31.2 

36.9 36.9 

30.7 30.7 

62.7 62.7 

54.1 54.1 

48.8 48.8 

52.9 52.9 

1.8 1.8 

1.8 1.8 

2.4 2.4 

3.4 3.4 

9.1 9.1 

8.2 8.2 

7.6 7.6 

8.2 8.2 

4.9 4.9 

4.7 4.7 

4.4 4.4 

4.8 4.8 

20代

30代

40代

50代

【役割で決まる部分】

29.4 29.4 

33.3 33.3 

30.3 30.3 

26.0 26.0 

50.9 50.9 

47.5 47.5 

50.0 50.0 

52.6 52.6 

2.5 2.5 

2.5 2.5 

2.8 2.8 

3.7 3.7 

12.9 12.9 

12.6 12.6 

12.5 12.5 

13.1 13.1 

4.4 4.4 

4.1 4.1 

4.4 4.4 

4.6 4.6 

20代

30代

40代

50代

【個人の年以内程度の短期の成果・業績で決まる部分】

15.8 15.8 

19.2 19.2 

18.8 18.8 

15.5 15.5 

58.4 58.4 

55.5 55.5 

55.6 55.6 

57.4 57.4 

2.5 2.5 

2.6 2.6 

3.0 3.0 

3.7 3.7 

18.6 18.6 

18.3 18.3 

18.0 18.0 

18.5 18.5 

4.7 4.7 

4.5 4.5 

4.6 4.6 

4.8 4.8 

20代

30代

40代

50代

増えた（「かなり増えた」
+「やや増えた」）
あまりかわらなかった
減った（「かなり減った」
+「やや減った」）
もともとない

無回答

【個人の年超の長期の成果・業績で決まる部分】

54.054.0

38.838.8

19.419.4

17.817.8

15.415.4

0 20 40 60

従業員の満足度を高めるためには社員1人1人に応じた
賃金決定が必要なため

経営状態に照らし、総額人件費を抑制する必要があるため

中途採用者の活用のため賃金制度を見直す必要があるため

従業員の世代に応じた生活費の動向に対応するため

従業員の年齢構成から特定世代の賃金コストを抑制する
必要があるため
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化
」「
評
価
（
人
事
考
課
に
よ
る
降
格
・
降
級

の
実
施
）
な
ど
の
回
答
が
多
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
一
〇
〇
人
未
満
の
小
規

模
企
業
に
お
い
て
は
、
賃
金
制
度
の
そ
の
も

の
の
改
革
が
必
要
と
認
識
さ
れ
て
い
る
一
方
、

一
〇
〇
人
以
上
規
模
の
企
業
で
は
、
制
度
の

見
直
し
は
一
通
り
行
わ
れ
た
も
の
の
運
用
面

で
の
見
直
し
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
様
子
が

う
か
が
え
る
（
図
表
10
）。

（
３
）
制
度
見
直
し
の
メ
リ
ッ
ト
は
「
若
年

層
の
意
欲
の
た
か
ま
り
」と「
人
件
費
抑
制
」

二
〇
〇
〇
年
度
以
降
に
行
っ
た
賃
金
制
度

の
見
直
し
で
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ

た
か
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
若
年
層
の
賃
金
が
上

が
り
、若
年
層
の
意
欲
が
高
ま
っ
た
」（
二
六
・

四
％
）
を
あ
げ
る
割
合
が
も
っ
と
も
高
く
、

次
い
で
「
賃
金
制
度
の
年
功
的
運
用
を
改
め
、

総
額
人
件
費
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
た
」

（
二
五
・
一
％
）、「
個
々
の
労
働
者
ご
と
に

賃
金
決
定
が
で
き
る
こ
と
に
よ
り
、
労

働
者
の
意
欲
が
高
ま
っ
た
」（
二
三
・

一
％
）
な
ど
の
割
合
が
高
か
っ
た
（
図

表
11
）。

（
４
）
デ
メ
リ
ッ
ト
は
「
評
価
作
業
の
煩
雑

化
」
が
ト
ッ
プ
、「
一
体
感
保
ち
に
く
い
」「
納

得
感
の
低
下
」
も

反
対
に
、
二
〇
〇
〇
年
度
以
降
に
行
っ
た

賃
金
制
度
の
見
直
し
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
聞
い

た
と
こ
ろ
、「
人
事
評
価
・
考
課
の
た
め
の
作

業
が
煩
雑
化
し
た
」
を
あ
げ
る
割
合
が
最
も

高
く
（
三
三
・
九
％
）、
以
下
「
組
織
的
な

一
体
感
や
職
場
の
規
律
が
保
ち
に
く
く
な
っ

た
」（
一
三
・
六
％
）、「
賃
金
に
つ
い
て
の
納

得
感
が
低
下
し
、
苦
情
が
増
え
た
」（
一
一
・

七
％
）
な
ど
の
順
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
12
）。

 

（
５
）
制
度
見
直
し
の
留
意
点―

―

「
成
果

把
握
し
、
賃
金
に
反
映
」｢

能
力
評
価
シ
ス

テ
ム
の
充
実｣

ま
た
、
今
後
の
賃
金
制
度
の
見
直
し
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
だ
と
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、「
労
働

者
の
意
欲
を
高
め
る
た
め
、
一
人
一
人
の
成

果
を
把
握
し
賃
金
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
必

要
」（
六
三
・
一
％
）
を
あ
げ
る
割
合
が
最
も

高
く
、
以
下
「
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
労

働
者
の
職
業
能
力
の
引
き
上
げ
の
た
め
、
能

力
評
価
シ
ス
テ
ム
の
充
実
が
必
要
」（
四
〇
・

八
％
）、「
抜
擢
人
事
や
降
格
な
ど
臨
機
応
変

な
昇
進
・
昇
格
管
理
の
仕
組
み
が
必
要
」（
三

一
・
二
％
）、「
組
織
的
な
一
体
感
や
職
場
の

規
律
を
保
つ
た
め
に
、
会
社
全
体
へ
の
貢
献

を
重
視
し
た
賃
金
制
度
が
必
要
」（
二
七
・

七
％
）
な
ど
の
順
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
13
）。

４
．
若
干
の
ま
と
め

職
能
資
格
制
度
に
代
表
さ
れ
る
職
能
給
が
、

実
際
は
年
功
的
に
運
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
に

対
す
る
反
省
が
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
成
果
主

義
的
な
賃
金
制
度
の
導
入
が
進
ん
だ
。
し
か

し
、
調
査
結
果
で
は
改
め
て
、
職
務
遂
行
能

力
の
意
義
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
賃
金
制
度

見
直
し
に
当
た
っ
て
今
後
、「
組
織
・
チ
ー
ム

の
成
果
」
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い

る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
が

単
純
に
従
来
型
の
職
能
給
へ
の
回
帰
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

調
査
結
果
に
あ
る
よ
う
に
、
賃
金
体
系
は

今
後
、
現
状
の
年
功
的
な
カ
ー
ブ
を
是
正
す

る
た
め
の
、
早
期
立
ち
上
げ
だ
け
で
は
な
く
、

中
高
年
で
の
引
き
下
げ
ま
で
も
イ
メ
ー
ジ

（
早
期
立
ち
上
げ
高
齢
層
下
降
型
）
し
て
い

る
。
三
〇
代
ま
で
の
能
力
や
技
能
・
技
術
の

図表９　賃金制度の見直し項目（N=2,734、複数回答）
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2000年度以降に実施したこと
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(%)

図表10　賃金制度の見直し（今後、N=2,734、複数回答）
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変
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縮
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査
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特別企画―賃金、評価制度の現状と課題
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習
熟
期
間
に
お
け
る
勤
続
に
見
合
っ
た
カ
ー

ブ
は
重
視
す
る
も
の
の
、
そ
れ
以
降
は
、
特

に
管
理
職
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
は
、
職
責
・

役
割
を
重
視
す
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。

一
方
、
規
模
別
で
差
は
み
ら
れ
る
が
、
規

模
が
大
き
い
企
業
ほ
ど
、
現
在
の
課
題
は
賃

金
制
度
自
体
に
あ
る
と
い
う
よ
り
、
評
価
制

度
の
運
用
面
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
全
体

平
均
で
も
、
今
後
実
施
予
定
の
こ
と
で
は
、

賃
金
体
系
の
見
直
し
で
は
な
く
、「
評
価
（
人

事
考
課
）
に
よ
る
昇
進
・
昇
格
の
厳
格
化
」

を
あ
げ
る
企
業
が
最
も
多
く
、「
評
価
（
人
事

考
課
）
に
よ
る
降
格
・
降
級
の
実
施
」
も
三

割
の
企
業
が
検
討
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
今
後
の
賃
金
制
度
の
見
直
し
に

つ
い
て
の
留
意
点
と
し
て
も
、「
一
人
一
人
の

成
果
を
把
握
し
賃
金
に
反
映
さ
せ
る
」「
長
期

的
な
視
点
に
立
っ
た
労
働
者
の
職
業
能
力
の

引
き
上
げ
の
た
め
、
能
力
評
価
シ
ス
テ
ム
の

充
実
」
が
必
要
と
の
回
答
が
過
半
数
を
超
え

て
お
り
、
賃
金
制
度
運
用
面
や
不
満
の
高
い

評
価
制
度
の
整
備
を
指
摘
す
る
企
業
が
多
い
。

そ
の
た
め
、
二
〇
〇
〇
年
度
以
降
に
行
っ

た
賃
金
制
度
の
見
直
し
で
デ
メ
リ
ッ
ト
だ
っ

た
と
認
識
し
て
い
る
「
人
事
評
価
・
考
課
の

た
め
の
作
業
が
煩
雑
化
し
た
」「
組
織
的
な
一

体
感
や
職
場
の
規
律
が
保
ち
に
く
く
な
っ

た
」「
賃
金
に
つ
い
て
の
納
得
感
が
低
下
し
、

苦
情
が
増
え
た
」
と
い
っ
た
課
題
を
ど
の
よ

う
に
解
決
す
る
の
か
が
、
次
の
見
直
し
に
お

け
る
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

図表11　賃金制度見直しのメリット（N=2,734、複数回答）
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個々の労働者ごとに賃金決定ができることにより、労働者の意欲が高まった

労働者の能力評価システムが改善し、労働者の能力開発に向けた意欲が高まった

転職者を社内で適切に処遇することができ、職場が活性化した

(%)

図表12　賃金制度見直しのデメリット（N=2,734、複数回答）
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賃金についての納得感が低下し、苦情が増えた

成果に応じて賃金を支払う中で人件費がかえってかさむようになった

従業員間の賃金格差が拡大し、総じて意欲を低下させた
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図表13　賃金制度見直しについての留意点（N=2,734、複数回答）
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労働者の意欲を高めるため、一人一人の成果を把握し
賃金に反映させることが必要

長期的な視点に立った労働者の職業能力の引き上げのため、
能力評価システムの充実が必要

抜擢人事や降格など臨機応変な昇進・昇格管理の仕組みが必要

組織的な一体感や職場の規律を保つために、
会社全体への貢献を重視した賃金制度が必要

賃金制度・人事制度が複雑化したことから、
わかりやすい、シンプルな制度への変更が必要

専門的な職務分野が広がってくることから、
職務の内容に応じた賃金制度が必要

物価が上昇するなかで、特に、賃金水準の低い層で
生計費を加味した引き上げが必要

従業員の教育負担や資産形成のため、
ライフステージを考慮した賃金制度の見直しが必要

(%)


